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許可証への『Ｃ・Ｄ条件箇所一覧』の追加について

平成３０年3月28日（水）より、許可証関係書類に『C・D条件箇所一覧』が追加

されます。『C・D条件箇所一覧』とは、通行条件が「C条件またはD条件」となる通

行区間又は箇所を個別具体的に明示したものです。

また、条件書の記載内容（例：誘導車配置区間）についても、原則下記の通り

『C・D条件箇所一覧』の区間又は箇所と表示されるようになります。

平成30年3月15日

※申請者の皆様におかれましては、許可証・条件書と同じく、特殊車両の走行時に『C・D条件箇所一覧』の携行をお願い致します。

＜条件書への記載例＞



平成30年3月15日

●『C・Ｄ条件箇所一覧』概要

許可証に「C・D条件箇所一覧」が
追加されます。

許可証への『Ｃ・Ｄ条件箇所一覧』の追加について

条件を付す区間又は箇所が個別具体
的に表示されます。



許可証への『Ｃ・Ｄ条件箇所一覧』の追加について 平成30年3月15日

通行条件 重量に関する条件 寸法に関する条件

Ａ条件 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。

Ｂ条件 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。

Ｃ条件
徐行、連行禁止および当該車両の前
後に誘導車を配置することを条件と
する。

徐行および当該車両の前後に誘導
車を配置することを条件とする。

Ｄ条件

徐行、連行禁止および当該車両の前
後に誘導車を配置し、かつ、２車線内
に他車両が通行しない状態で当該車
両が通行することを条件とする。

道路管理者が別途指示する場合は、
その条件も附加する。

＜参考：通行条件＞

（注）「連行禁止」とは、２台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。


